
1 対象となる方

県では、B型及びC型肝炎の方の早期治療をすすめるため、B型肝炎に対して行われるイ
ンターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療、C型肝炎に対して行われるインターフェロ
ン治療及びインターフェロンフリー治療に係る医療費の助成を行っています。

助成を受けると、助成期間中の対象医療に係る医療機関での支払金額が（自己負担限
度額）が一月あたり10,000円又は20,000円となります。ただし、肝炎治療受給者証が届くま
で一定期間かかりますので、それまではこれまでどおりの治療費の支払いが必要です。

● 県内に住所を有する医療保険の加入者とその扶養家族で、申請書類を提出し、医師の診断書を
基にした、県の審査により認定された方が対象です。審査の結果、不認定となる場合もあります。

● 次のいずれかに当てはまる場合となります。
① Ｃ型ウイルスの根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療

で保険適用となっている医療
② Ｂ型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険

適用となっている医療
● この治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となりますが、助成対象

の治療と無関係な治療及び及び長期収載品の選定療養における特別の料金（当該長期収載品
の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を控除して得た価
格に４分の１を乗じて得た価格）は対象となりません。

● 助成を申請する方は、最寄りの県の保健所で申請してください。申請書及び診断書の用紙は、保
健所等で配布しているほか、県庁ホームページ内（「青森県庁ホームページ」のトップページ

（http://www.pref.aomori.lg.jp/）画面検索バーに「肝炎」と入力・検索していただければ、簡単に閲覧
できます。）からダウンロードすることもできます。ご希望の方には郵送しますので、県庁がん・生
活習慣病対策課まで、お問い合わせください。（宛先は裏面参照）

3 認定の手続きと受給者証の交付

2 対象となる医療

① 肝炎治療受給者証交付申請書
② 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書

③ 世帯全員の住民票の写し（市町村役場で発行します。）
④ 世帯全員の市町村民税課税（非課税）証明書等、世帯全員の市町村民税の課税年額を

証明する書類（市町村役場で、申請時点での最新の証明書を発行してもらってください。）
⑤ 健康保険の被保険者証の写し
⑥ 地方税関係情報の照会に係る同意書（16歳以上）
⑦ 委任状（必要な場合）
⑧ 市町村民税合算対象除外希望申請書（対象者がおり、除外希望される場合）及び除外者の

被保険証の写し

《申請に必要な書類》

肝炎治療に係る医療費助成のお知らせ

・マイナンバーを活用して申請すると、③④の書類を省略することができます。
・⑦⑧の書類は、提出が不要の場合があります。

● 審査の結果認定された方には、「肝炎治療受給者証」を交付します。



● インターフェロンフリー治療の助成
● インターフェロンフリー治療の助成の対象期間は、治療法に応じ８週間、１２週間など、診断書をもと
に県が認めた期間となります。
また、副作用による一時的な休薬等、本人に帰責性のない事由により治療休止期間がある場合

でも、原則として治療期間の延長や更新はできません。
ただし、治療不成功の場合には、肝疾患連携拠点病院（弘前大学医学部附属病院）に常勤する

日本肝臓学会専門医の意見書（第2号様式-9）と医師の診断書(第2号様式-8）等があれば再治療が
認められる場合があります。

● インターフェロン治療の助成の対象期間は、治療法に応じ２４週間など、診断書をもとに県が認めた
期間となります。更新はできません。
なお、一定の条件を満たす場合は、半年の延長や２回目の治療も 助成対象となります。
副作用による一時的な休薬等、本人に帰責性のない事由により治療休止期間がある場合は、
２ヶ月を限度とする期間を延長することができます。

● 核酸アナログ製剤治療の助成の対象期間は、毎年９月３０日までを有効期間の最終日とし、治療継
続が必要と認められる場合は、更新をすることができます。
● 県が治療を委託している医療機関での治療が助成の対象となりますので、あらかじめ、申請書に
受診医療機関・利用する調剤薬局を記載してください。
● 医療機関等の窓口で健康保険の被保険者証等とともに、「肝炎治療受給者証」を提示してください。

世帯の市町村民税（所得割）課税年額が235,000円以上 20,000円

世帯の市町村民税（所得割）課税年額が235,000円未満 10,000円

≪自己負担限度額≫

● 「肝炎治療受給者証」が届くまで一定の期間がかかりますので、これまでどおりの医療費支払いが
必要ですが、受給資格の認定後に「肝炎治療受給者証」の有効期間の開始日に遡って、自己負
担限度額を超えた医療費を還付します。

● 還付する医療費は還付申請書の提出後に口座へ振込みします。医療費の還付申請書は「肝炎
治療受給者証」送付の際に同封します。

【肝炎医療費助成のお問い合わせ先】

名称 所在地 電話番号

県健康医療福祉部
がん・生活習慣病対策課

〒030-8570青森市長島１－１－１ 017-734-9216

東地方保健所 〒030-0131青森市第二問屋町4-11－6 017-739-5421

弘前保健所
〒036-8356弘前市大字下白銀町14-2

青森県弘前健康福祉庁舎
0172-33-8521

三戸地方保健所 〒039-1101八戸市大字尻内町鴨田７ 0178-27-5111

五所川原保健所 〒037-0056五所川原市末広町14 0173-34-2108

上十三保健所 〒034-0082十和田市西二番町10-15 0176-23-4261

むつ保健所 〒035-0073 むつ市中央1-3-33 0175-31-1388 

6 受給者証交付までにかかった医療費の還付

5 自己負担限度額

世帯全員の市町村民税（所得割）の課税年額に応じて、自己負担があります。自己負担上限額までは、
医療機関等の窓口で医療費をお支払いください。

4 助成対象となる期間と助成の受け方


